
 資料３―２ 
ＶＯＣの測定方法検討の方向性について 

論  点 「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制について －検討結果－」の記述 

測定方法 測定法を決めるに当たっては、測定しようとする物質の定義に含まれるものが適切に測定できる方法を選択する必要がある。

ＶＯＣに関しては、６において、排出規制の対象を包括的に定義したところであるので、この定義に含まれるＶＯＣが適切に測

定できる方法を検討する必要がある。 

 また、ＶＯＣは非常に多種に及ぶことにかんがみ、排出抑制対策を行う事業者や地方公共団体がＶＯＣの個別物質をすべて測

定するのは、煩雑であり、かつ、コストが膨大になるということにも配慮する必要がある。 

このため、ＶＯＣの測定法は、個別の物質ごとに測定する方法でなく、包括的に測定できるものを採用することが適当である。 

この場合、現段階においても、全炭化水素測定器法、非メタン炭化水素測定器法など水素炎イオン化検出器（ＦＩＤ）を用い

た既存の測定法により、ほぼすべてのＶＯＣを包括的に測定することは可能であると考えられる。 

 したがって、現時点では、ＦＩＤを用いた炭素換算で全ＶＯＣを測定するのを基本とするのが適当であるが、今後更に、正確

で、かつ、実行可能な測定法について調査・検討を進めるべきである。 

（参考）ＶＯＣの定義 

この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物（浮遊粒子状物質及

びオキシダントの生成の原因とならない物資として政令で定める物質を除く。）をいう。（大気汚染防止法第２条第４項） 

簡易測定方法 

 

なお、測定法を決めるに当たっては、排出濃度基準に適合しているかどうかを正確に把握するための公定法をまず定めること

が必要であるが、事業者における自主的な測定を促すため、使用するＶＯＣの種類が明らかである場合の日常管理など、状況に

応じて簡易な測定方法を行うことができるようにすることも検討することが必要である。 

試料採取方法 

 

また、サンプリングの場所や手法によって測定値は変化するため、ＶＯＣのサンプリング方法についても検討することが必要

である。特に、ＶＯＣが排出される工程では、バッチ式の操業が行われるなど、常に平均的な濃度でＶＯＣが排出されるとは限

らない状況が多いことにかんがみ、サンプリングの平均化時間についても、今後、十分に検討することが必要である。 

 

 


